
１．はじめに

東京オリンピックの開催が注目され，宿泊施設の不足から，いわゆる「民

泊」が注目を浴びている。近年マスコミで取り上げられる民泊は都市部のマ

ンションなどを改装された事例が多いが，これとは別に農村部では田舎暮ら

しを体験するための「農家民泊」が存在してきた。しかし，2018年のいわゆ

る「民泊新法」により，少なからぬ農家民泊が危機に面している。本論では，

まず朝水が研究対象に関する先行研究や歴史的な背景について述べ，後半で

はリシャラテによる聞き取り調査を元に現状分析を行う。

２．島根県の観光に関する先行研究

島根県における観光は時代と共に変わってきたが，それに伴い，研究対象

も変わってきた。野本（1973）は当時日本の中で観光開発が遅れていた地域
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の一つとして島根県西部の内陸を事例に挙げ，他の類似した地域との比較か

ら，今後の観光開発の可能性について考察している。さらに，野本（1986）

は島根県と鳥取県における戦後の観光の移り変わりについて，全国的な変遷

と対比しながら概観している。

島根県の観光研究では，松江を事例としたものが多い。たとえば工藤

（2014aおよび2016a）は史資料を丹念に収集し，松江における観光の変遷に

ついて概要をまとめている。さらに，工藤（2016b）は議事録と地方紙の比

較により，松江における政治的な観光推進と地元の人々の反応を対比してい

る。松江の場合，概観的な研究だけでなく，踏み込んだ事例研究も少なくな

い。工藤（2017）は松江の独特な茶の湯の発展と近年の復興について史的変

遷をまとめている。赤沢と坂口（2011）は松江城を訪問した被験者の撮影し

た写真から，観光客が感じる観光地のイメージを分析している。

出雲大社に関する先行研究もいくつか見られる。工藤（2014b）は先述の

松江での一連の研究と同様に，史資料を駆使した観光史研究を行っている。

さらに，知名度の高い観光地では渋滞や観光客の特定地域への集中も問題に

なる。出雲市では出雲大社周辺に観光客が集中するため，吉城他（2011）は

観光地に居住する住民へのアンケート調査を通し，観光客と住民とのより良

い関係を計っている。同様に，福井他（2014）は，まち歩きクーポンを用い

た観光客分散化の実証実験を分析している。

歴史的な観光地として，津和野の観光の研究もいくつか見られる。菊地

（2004）は城下町観光地である萩と津和野を比較し，一定地域に観光資源が

連続的に集中している萩に比べ，観光資源が散在していることや観光客が求

めるであろうことを重点的に紹介していくことが津和野の課題であるとして

いる。ペルラキ（2019）は国内観光マーケットの縮小と今後のインバウンド

観光への可能性を踏まえたうえで，今後の津和野観光の可能性について考察

している。

世界遺産の登録後，石見銀山に関する観光研究も少なからず見られる。た

とえば赤沢と佐藤（2010）は石見銀山への訪問者を対象とした満足度とリ
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ピート需要に関する定量的な調査を行っている。福島（2018）は外国人観光

客向けの標識と説明文の研究の一環として，世界遺産登録地の一つとして，

石見銀山の事例を挙げている。先述のペルラキの先行研究と同様に，地方に

おいてもインバウンドの振興は重要な課題になりつつある。

他方，史跡や世界遺産など比較的大規模な観光とは異なり，近年ではより

地元に密着した中小規模の観光開発に着目した先行研究も見られる。高木

（2015）は雲南市吉田町におけるたたら製鉄の遺産を生かした鉄の歴史村づ

くりについて報告している。工藤（2014cおよび2015）は一連の研究の中で，

雲南市吉田町における大学生のフィールドワークにより，机上ではなく，現

場から地域の問題点を考える重要性について述べている。

従来型の短期的な観光だけでなく，中長期的な交流や人的移動の模索も見

られる。たとえば谷（2009）は海士町における島外からのインターンシップ

生の受け入れが，その後のIターン移住につながっていることを指摘してい

る。長友（2018）は海士町における視察旅行ビジネスや島前高校へのいわゆ

る「国内留学」，外国人を含んだIターン移住者などの事例を挙げている。薮

内（2017）は島前高校が国内留学の誘致に成功した事例だけでなく，スー

パーグローバル・ハイスクールに選定され，留学生の受け入れにも成功して

いる事例を紹介している。

３．農村体験型観光の多様化と農家民泊の変遷

海士町における地域おこしの成功は全国的にも知られるようになったが，

島根県の他の自治体でも中山間地域における農村観光や体験型修学旅行生の

受け入れ，農家民泊などが注目されるようになった。これらの農村型体験活

動は1990年代中ごろから全国的に見られるようになったが，このうち「民

泊」の扱いは時代と共に変化してきた。

1994年にいわゆる「グリーンツーリズム法」が制定されるまで，農家民泊

は大分県や岩手県，長野県などで局地的に行われてきたが，同法が1995年に

施行されると，農家民泊を含んだ農村観光が全国的に広まっていった。中
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尾（2015）によると，農林水産省に加え，文部科学省も「子ども農山漁村交

流プロジェクト」に参入し，2008年から農村体験型交流が国策として強化さ

れる予定だった。しかし，民主党への政権交代と「仕分け」により，同プロ

ジェクトは予算的に縮小され，なおかつ無料の「宿泊」の部分と有料の「体

験」の部分に分けられるようになった（中尾2015：26）。

グリーンツーリズム，あるいはルーラルツーリズムのうち，農家民泊は

ヨーロッパ諸国など多くの国々で行われており，一般論としては農家の副収

入が農家民泊の運営理由として挙げられている。しかしながら，少子高齢化

が急速に進んだ日本では，コミュニティが成り立たないほどの過疎化が進ん

だため，ヨーロッパとは違った要因でもまた農家民泊の普及が進んでいっ

た。たとえば加藤他（2015：282）は，農家が民泊を運営する理由として，

経済的な増収より，若者との交流を挙げている割合が高いとしている。

日本における農家民泊では，東京や大阪など，都市部の若者が，体験型修

学旅行の一環として訪問する例が少なからず見られる。ただし，日本人の児

童や生徒の減少に伴い，農林水産省や関連する外郭団体の間では，インバウ

ンドのグリーンツーリズムにも力を入れてきた。しかしながら，鈴木と蓬澤

（2018：22）は，栃木県の場合，農家民泊の受け入れ側が日本人の修学旅行

生の受け入れには熱心なのに対し，インバウンドの受け入れにはまだまだ消

極的であるとしている。

他方，市嶋（2019）は農家民泊による留学生受け入れのメリットを，秋田

県の事例を元に，留学生側と受け入れ農家側からいくつか挙げている。留学

生から見れば，日本の地域文化を体験でき，なおかつ日本語能力の向上にも

つながる。受け入れ農家側から見ると，国を越えた異世代交流を楽しめ，な

おかつ留学生が農村体験に満足していることにより，自分たちの生活文化に

誇りを持つことができる（市嶋2019：16）。

さらに2018年６月のいわゆる「民泊新法」施行後，農家民泊が変容しつつ

ある。たとえば越智（2019：36）は農村体験型民泊の研究を続けてきたが，

近年の都市部での民泊の急増により，従来型の農村民泊の現状を反映されな
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い，「民泊」の定義が厚生労働省を中心に広められ，法制化されていること

を危惧している。境（2018：51-52）は都市型と農村型の民泊を対比し，近

年の都市型民泊に対して，農林水産省が2018年から「農泊」という用語を広

めようとしていることを述べているが，一般的には現時点ではそれほど用語

が普及しているとは思われない。次節のリシャラテの聞き取り調査に見られ

るように，地方自治体や農村の現場では様々な混乱が起きている。

４．「民泊新法」制定後の農家民泊の現状

本節では，リシャラテが実施した島根県邑南町での聞き取り調査から，農

家民泊に関するものを紹介する。聞き取り調査の実施時期は，2018年２月

（予備調査），および同年10-11月である。

まず，中央政府と直接接触する機会の多い，島根県庁の担当者への聞き取

りは以下のとおりである。

・聞き取りA（島根県庁観光振興課　男性　30歳代）

質問Ａ－１．島根県の農家民泊経営の基本的な目的は。

回答：農村の経済な活性化を行うこと，地域の良さを県の内外にアピー

ルすることです。農村，自然環境を観光資源として活用することなど

で，多くの訪問者数を増やし，島根の農村部の総合的な活性化を目指し

ます。

質問Ａ－２．新しい法律の実行により，手続き，申請料などのことで，

農家民泊数が減少するかもしれません。それでも，県はこの法律の実行

をしますか。

回答：国で決められたことは守らなければなりません。理解いただくよ

う丁寧に説明させて戴いています。

質問Ａ－３．手続料金が2万円以上かかるそうですが，経済的に支援金
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はありますか。

回答：ありません。

質問Ａ－４．農家経営者数，農家民泊数が新しい法律により減少するか

もしれません。対策はどのようにしているのでしようか。

回答：農家の経営者の皆さんに対して，農家民泊，民宿の経営の仕方に

ついて研修会，新しい法律の説明会を行っています。

島根県は中山間地域の研究が県を挙げて盛んであり，地域振興策の一つと

して農村体験型観光に力を入れてきた。いわばこの分野の政策では先進地域

である。しかしながら，2018年の秋の時点では，民泊新法に対する対策がま

だ十分ではなかったようである。

次に，より現場に近い町役場の様子は以下のとおりである。

・聞き取りＢ（邑南町役場観光振興課，男性，50歳代）

質問Ｂ－１．役場観光振興課と農家民泊のつながりを教えてください。

回答：農家民泊についてサポートする係員が，家を訪れて，民泊の状況

を把握し，適切な協力をしました。農家民泊に滞在する訪問者は，役場

に連絡を取れば，農家民泊を紹介し，送り迎えもサポートしています。

農家民泊にかかわる情報があれば，係員は民宿経営者の家まで行って説

明しています。この数年間で，広島市などの各地の小学生団体を受け入

れました。数人ずつを農家民泊に割り当て，滞在させ，農業体験をして

もらいました。まだ農家民宿経営を営んでいない一般農家に対して，農

家の民宿経営をすすめています。それらに関して研修会，説明会などを

実施しています。

質問Ｂ－２．邑南町における農村観光は農家民泊だけですか。

回答：現時点では，農家民泊，農家民宿，また，観光ホテル，観光客向
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けのレストラン，スキー場などあります。冬のスキー場の観光客を対象

にした農家民宿もあります。単なる農村の生活，文化，食事などや，ま

た農村の人々とのつながりを楽しみ期待するお客さん，また家族みんな

で楽しみ，精神的，肉体的に休養し，地域の伝統文化（神楽）を楽しむ

ためにやって来るお客さんを対象にした農家民泊もあります。

質問Ｂ－３．農家民宿，農家民泊の経営に関する新しい「旅館業法」，

「住宅宿泊事業法」など制定され，各市町村で実行され始めました。邑

南町でも，これらの「法」を実行していますか。

回答：現在，この農村でも実行されている最中です。

質問Ｂ－４．役場の観光振興課の任務で新たな宿泊法律は絶対実行され

る決心ですか。

回答：町の観光振興課の指導で，実行することになっています。国の

「法」を守らなければなりません。

質問Ｂ－５．邑南町で調査を行い，農家の人々，多数の農家民泊経営者

の皆さんの自宅でお話を聞かせていただきました。農家の意見も様々で

した。新しい宿泊法に基づいて民宿経営を続けたい経営者と民宿経営に

対して，都市と同じ「法」では，農村での民宿経営は難しいという反対

意見も多くありました。もし，新しい宿泊法に反対する農家経営者が今

までの宿伯法で今までのやり方で農家民泊経営を行おうとしたら，許さ

れますか。

回答：それは難しいです。新しい宿泊法に基づいて，安全，衛生などの

基準に基づいてやっていただきます。新しい宿泊法は私も勉強していま

す。それは日本全体の地域にピッタリあっているとも言えない現状で

す。
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質問Ｂ－６．農家が，現在の新しい宿泊法によるのではなく，この地域

の観光資源の現状，農家経営者の希望，目的により，この地域ならでは

の宿泊規定を県庁，あるいは市町村で行政の指導で自治体民宿法を規定

する可能性はありますか。

回答：今の状況の中で，そういう可能性はありません。農家民宿の経営

を行うためには，各都市，各地方，農村地域で実行されている旅館法に

基づいて，経営を行わなければなりません。

質問Ｂ－７．新しい法律の作られた背景はどのようなことだと考えます

か。

回答：観光客の増加により，日本の都市，各地で宿泊施設不足問題が発

生しました。都市部における闇民宿が多く経営され，それにより，地域

住民の生活環境，地域のごみ処理，また治安まで悪影響を与えられたこ

とが原因の背景の一つと思います。宿泊の法律は，全国で統一され，都

市の宿泊施設，農村の宿泊施設など同じ法律に基づいて管理することに

なっています。自然豊かな地域の小規模な農村の民宿，民泊経営と都市

の大規模な宿泊施設と同一視することは難しいと思います。

質問Ｂ－８．今回の農家民泊調査で，農家民泊数が新しい法律により減

少する可能性があることを知りました。実際の聞き取り調査で，今後，

農家民泊経営が減少することを感じ取りました。農家民泊数が新しい法

律により減少することに対して，何か対策はありますか。

回答：手続をやりやすくするためのサポートを実施し，	新しい法律の説

明会を重ねて行っています。それらの資料を作成し，理解が得られるよ

う配布しています。また，職員が一軒，一軒，農家の民泊経営者の自宅

を訪問し，手続きの協力，手伝い，相談，説明などサポートをはじめま

した。
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質問Ｂ－９．手続き料金は2万円以上かかるそうですが，経済的な支援

はありますか。

回答：ありません。農家自身が払います。

質問Ｂ－10．農家民泊経営者の皆さんとの今後のつながり，目的を教え

てください。

回答：現在，新しい宿泊法ができ，実行される途中ですが，各農家に行

き，理解されやすいように説明を行っています。新しい宿泊法は，農家

が今まで行って来た民宿経営と異なることがあり，邑南町の農家民泊経

営者たちは今後の民宿経営に迷いがあります。手続き料金もかかりま

す。自宅も法律に基づいて，改造しなければいけないところもありま

す。経済的負担もあると思います。観光振興課の職員が一体となって，

指導，努力して，農家経営者の皆さんに理解していただきたいと思いま

す。今までと変わりなく，農家民泊の皆さんにいろいろな面で協力・対

応・サポートしていきたいと思います。

町役場はより現場に近いこともあり，かなり込み入った回答も見られる。

都市部の民泊に対して制定された民泊新法が，農家民泊の現状を反映してい

ないため，中央政府と現場との板挟みにあっていることが見受けられる。

次に，農家民泊の現場の様子を紹介したい。

・聞き取りＣ（郵便局退職　町内会長	男性	60歳代）

質問Ｃ－１．民泊は現在も訪問者を受け入れていますか。いつ頃から始

めましたか。

回答：2013年から開始しました。１年に40人以上受け入れます。外国人

留学生も体験，滞在します。２，３年前，広島からの小学生を受け入れ

ました。農業体験を目的にした児童の団体でした。でも，今は来なくな

りました。現在は，留学生のほうがよく来ます。
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質問Ｃ－２．子供たちの受け入れを継続したいですか。

回答：いろいろと小さな事故があり，なかなか大変なことが多かったで

す。子供たちは別の町に住んで，別の仕事をするので，子供たちの受け

入れを継続するつもりはありません。

質問Ｃ－３．現在の農家民泊の目的を教えてください。

回答：農家民泊を経営したことで，外国人も含めて多くの人々を知るこ

とができました。人々と触れ合い，知識も増えました。やはり，山の中

の田舎で，人口も少ないし，高齢者も増えている中，訪問者が一週間に

2人で来てくれれば，うれしい。元気出る。一回の訪問客は少ないより

多いほうがいい。皆とにぎやかにして，自分たちが育てた野菜で食事を

して，おいしいと言ってくれるし，何回も来てくれている人々と再会す

る喜びがあり，生き返ります。

　宿泊代をもらいます。収入も入ります。それ以上に多くの人々とお会

いできて，人とのつながりが，まだ，続いている地域だと思うと，この

農家民泊をやめられないです。

質問Ｃ－４．新しい宿泊法に基づいて，自宅の改造費がかかっても農家

民泊経営を続けますか。

回答：続けます。改造するところを改造しても続けます。改造費の自己

負担でも経営を続けます。

質問Ｃ－５．今までの農家民泊の経営で，問題と思ったことあります

か。

回答：あります。小学生の団体がきて，稲刈り体験をしたとき，数人の

学生が足とか怪我をしました。病院に連れて行きました。子供たちを訪

問者として受け入れることに責任があり，危険なところもあると感じま

した。命のことですからね。そこは心配ですね。
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聞き取りＣからはいくつか興味深いことが読み取れる。前節でみられたよ

うに，元々小学生や修学旅行生の受け入れを行っていたが，島根県でも秋田

県の事例のように，近年では留学生の訪問が増えている。さらに，加藤他

（2015）で挙げられたように，聞き取りＣの事例では，民泊による収入増よ

りも，外部の人との交流が民泊経営のモチベーションとなっている。

次に，別の経営者の事例を紹介したい。

・聞き取りＤ（退職教員，女性，60歳代）

質問Ｄ－1.	民泊に現在も訪問者を受け入れていますか。いつ頃から始

めましたか。

回答：受け入れています。今，農作業の忙しい時期だから，休業してい

ます。民泊を始めたのは平成19年です。インタ－ネットにも出したこと

はありません。役場の指導により始めました。現在まで，400人以上の

訪問者が滞在しています。宿泊料は，6,500円です。1年間で，60人ぐら

い来ています。

質問Ｄ－２．子供さんたちに継続させますか。

回答：子供たちは別の仕事をするので，継続はしません。

質問Ｄ－３．現在の農家民泊の目的はどのようなことでしようか，教え

てください。

回答：もちろん宿泊料，あるいは体験費という形の農家の現金収入です。

農家民宿は生活に成り立つ事業です。しかし，農業経営者が単なる金儲

けだけでなく，お客さんにこの農村に来て戴き，農家の家で滞在しても

らう。みんなで一緒に畑仕事して，一緒にご飯作り，一緒に地域のお話

し，お笑い話など人々と交流することなど，訪問者の来訪，滞在を望ん

でいる。つまり，この農村，田舎の良さを知ってもらい，他所からの多

くの人々が来ることにより，農村，田舎をもっと賑やかにしたい。自分
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だけ愛する故郷ではなく，多くの人々の愛する故郷になってほしいとい

う気持ちがあふれています。

　行政が実行させようとしている新しい宿泊法は，経営者と訪問者の間

に隙間を作り，お互いに近づきづらい，まるで自宅を旅館法の中で動か

し，農家民泊の中で空間が制限され，訪問者にとっても希望する「やす

らぎの里」になれない場になってしまうリスクもあり得ます。

　収入を増やすことはいいことですが，とにかく訪問者に喜んでもらう

こと，地域の生活習慣，農業体験，地域の文化と触れ合って喜んでもら

い，何回も来てくれれば，それは私たちの生きがいです。

質問Ｄ－４．今年，新しい宿泊法ができて，各農村で実行されます。奥

さんは（元教員，退職），今後の農家民宿経営を続けますか。

回答：それは今の時点で難しいです。もちろん手続き料も支払わないと

いけないけど，それだけで終わらない。新しい宿泊法だと，いろいろな

規則で縛られ，民泊を行うのにいろいろと経費がかかるので，農家民泊

の経営をやめることを考えています。

質問Ｄ－５．やめることの原因は教えてください。

回答：新しい宿泊法では，今の私の自宅の構造は民泊経営に合ってない

ことになります。家の構造も変えないといけないし，台所も二つを作ら

なければならない。また，消防法に適合するように，家の改造をしない

といけないです。

質問Ｄ－６．もし経済的支援の援助があれば，継続しますか。

回答：経済的な困難もありますが，私が抵抗感持っているのはそれの先

の問題です。私は今までやってきたやり方で農家民泊がうまくいくと確

信します。重要なのは訪問者の満足度です。経済的な問題が解決して

も，お客さんの希望も考えないといけないです。お客さんが希望した民
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泊のおもてなし，地域のおもてなしを感じてもらえるか，心身的な面

で，本当にやすらぎ，休養でき，喜んで帰ってもらえるかに，疑問が残

ります。現在，やめることを考えています。

質問Ｄ－７.	今までの農家民泊の経営の方法であれば，継続しますか。

回答：続けますよ。新しい宿泊法が，私たちの農村の現状に合うのであ

れば，継続します。元々都市を対象にした規則と思いますが，農村では

無理な規則がありますので，できない可能性が大きいということです。

質問Ｄ－８.	今までの農家経営の中で，何か問題と思ったことはありま

すか。

回答：日本の各地からの訪問者を受け入れたいと思いますが，交通の不

便さが一番の問題です。実際に，自家用車を利用しないと不便です。他

の地方から役場まで来るのも不便ですからね。

聞き取りＤの場合，残念ながら民泊新法に伴い，農家民泊の廃業を考えて

いる。この聞き取り対象者の場合，典型的な農家の平屋の家屋で，窓やふす

まから自由に出入りできる。つまり，都市部の民泊新法で求められるような

常設の受付カウンターや鍵のデポジット，スプリンクラー，非常用通路など

を仮に作ったとすると，むしろ本物の農家体験の面から見るとマイナスに

なってしまう。むろん，経営者にとって設備投資が負担になることもある

が，農村でやすらぎたい訪問者のニーズに答えられなくなってしまうことも

また，廃業を考えている要因になっている。

　上記のリシャラテの聞き取り調査のように，一般的には民泊新法は全国

一律に実施されると考えられていたが，実は特区申請をすれば特例が認めら

れる。代表的な例は東京都大田区の特区民泊（郭2017：31）や大阪府内の自

治体などが挙げられるが，2019年時点で，農村部で民泊の特区申請（旧来の

グリーンツーリズム特区は除く）を行っている場所は朝水の知っている限り
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ではまだない。都市部でも結局は町家や古民家などで個人経営していた民泊

が廃業し，廃業した個人民泊を企業が買い取っている例がしばしば見受けら

れる。いわゆる闇民泊の対策として作られた民泊新法であるが，伝統的な生

活体験を提供していた良質な体験民泊には今のところ十分対応していないよ

うである。

５．おわりに

以上，リシャラテの聞き取り調査を元に，民泊新法が農家民泊に及ぼした

影響について考えてみた。むろん，農家民泊の黎明期の1980-90年代と，都

市部における闇民泊が問題になった2010年代では状況が異なっている。農村

民泊は都市部の民泊とは異なっているため，農林水産省が新たな農泊を広め

ようとしているが，現時点ではまだ十分ではない。特区申請も，従来のグ

リーンツーリズム特区や都市型の特区民泊に加え，体験型宿泊の現状に対応

した新たな制度が望まれる。
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